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   西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、木造住宅の最低限の安全性の確保を図るため、旧基準木造

住宅について耐震化・減災化を促進する事業を実施する者に対し、予算の範囲

内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西尾市補助金等

交付規則（昭和６２年西尾市規則第２号）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 木造住宅 階数が２以下で、在来軸組構法及び伝統構法による一戸建て

の住宅、長屋、共同住宅又は併用住宅（店舗等の用に供する部分の床面積

が延べ面積の２分の１未満のものに限る。）の木造の住宅で、居室を有す

るもの（持家、貸家を問わない。） 

⑵ 旧基準 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの 

⑶ 耐震診断 愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱（平成１４年７月１日施

行）第２条第３号に基づき、西尾市が実施する耐震診断 

⑷ 容易な耐震診断調査票 令和６年１月３０日付け国住市第４０号「住

宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における

耐震診断について（技術的助言）」に基づく「旧耐震基準の木造住宅の除

却における容易な耐震診断調査票」 

⑸ 判定値 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方

法」の一般診断法又は精密診断法による上部構造評点の最小値 

⑹ 階の判定値 判定値のうち、当該階の上部構造評点の最小値 

⑺ 精密診断法による耐震補強設計 一般財団法人日本建築防災協会の木造住

宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピュータソフトの精密

診断法による木造住宅の診断プログラムその他、愛知県住宅・建築物安全ス

トック形成事業費補助金交付要綱（以下「県補助金交付要綱」という。）で

知事が認めるプログラムを利用して行う設計 

⑻ 耐震改修工事 別表第１に定める地震に対して安全な構造とする改修工

事（増築を伴うものを含む。） 

⑼ 段階的耐震改修工事 耐震改修工事を２回に分けて行う改修工事 

⑽ 耐震シェルター整備工事 地震時に住宅の倒壊から人命を守ることを目
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的として、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保する装置を整備する工

事で、県補助金交付要綱において、知事の認めるもの 

⑾ 小規模改修工事 別表第２に定める地震に対する安全性の向上を目的と

する改修工事 

⑿ 住宅除却工事 地震による倒壊等の被害の防止を目的として、木造住宅

を除却する工事 

⒀ 耐震改修工事等 第７号から前号に定める工事の総称 

⒁ 高齢者 申請年の年度末時点で満６５歳以上である者 

⒂ 障がい者 次のいずれかに該当する者 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害

者手帳の交付を受けた者 

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者 

ウ 愛知県知事の発行する療育手帳又は愛護手帳の交付を受けた者 

 （補助の対象） 

第３条 補助の対象は、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）が、耐震診断を実施した旧基準の木造住宅の耐震改修工事等を行う場合

（申請者が所有者である場合又は所有者の同意が得られている場合に限る。）

で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、西尾市税を滞納して

いる者を除く。 

⑴ 耐震改修補助 

耐震診断において、判定値が１．０未満と診断された旧基準の木造住宅

について、判定値を１．０以上かつ耐震改修工事に着手する前の判定値に

０．３を加算した数値以上とする耐震改修工事（段階的耐震改修補助を除

く。） 

⑵ 段階的耐震改修補助 

次のいずれかに該当する段階的耐震改修工事 

ア 一段目耐震改修工事 耐震診断において、判定値が０．４以下と診断

された旧基準の木造住宅について、判定値を０．７以上１．０未満とす

るもの又は各階の判定値が１．０未満と診断された旧基準の木造住宅に

ついて、２階建ての１階の判定値を１．０以上とするもの 

イ 二段目耐震改修工事 一段目耐震改修工事の補助金の交付を受けた木

造住宅について、判定値を１．０以上とするもの 

⑶ 耐震シェルター整備補助 
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耐震診断において、判定値が１．０未満と診断された旧基準の木造住宅の

うち、高齢者又は障がい者が居住する住宅に耐震シェルターを整備する工事 

⑷ 小規模改修補助 

耐震診断において、判定値が１．０未満と診断された旧基準の木造住宅に

ついて、耐震性能が向上する小規模改修工事 

⑸ 住宅除却補助 

次のいずれかに該当する住宅除却工事 

ア 耐震診断において、判定値が１．０未満と診断された旧基準の木造住

宅を除却する工事 

イ 容易な耐震診断調査票において、倒壊の危険性があると判断された旧

基準の木造住宅を除却する工事 

２ この要綱による補助金の交付は、１つの敷地につき１回を限度とする。ただ

し、段階的耐震改修補助を除く。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の

対象としない。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員が役員となっているもの 

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの 

⑷ 耐震改修工事等が道路改良その他の公共事業の補償対象となっているも   

の 

⑸ 耐震改修工事等に関し、国その他地方公共団体の補助金等が交付されて

いるもの 

⑹ その他市長がこの要綱の目的に照らし、補助の対象とすることが不適当

と認めるもの 

 （補助金の交付額等） 

第４条 補助金の交付額及び対象となる経費は、別表第３のとおりとし、交付額

に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （交付の申請及び決定） 

第５条 申請者は、耐震改修工事等に着手する前に、補助金交付申請書（様式第

１）に別表第４に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審
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査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書

（様式第２）により申請者に通知する。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要

がある場合は条件を付すことができる。 

 （計画の変更等） 

第６条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定を受けた後に次

の各号のいずれかに該当する変更をしようとする場合は、補助金変更交付申

請書（様式第３）に別表第４に定める書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ 耐震改修工事等の施工箇所及び施工方法の変更（軽微なものは除く。） 

⑵ 補助金の額の変更 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金変更交付決定通知書（様式第４）により申請者に通知する。 

 （補助事業の中止） 

第７条 申請者は、耐震改修工事等を中止しようとする場合は、速やかに事業中

止届（様式第５）を市長に提出しなければならない。 

 （中間検査） 

第８条 申請者は、耐震改修工事等で補強箇所が隠ぺい等により完了時に目視確

認できない部分がある場合、当該補強箇所の工事工程を事前に市長に報告し

なければならない。 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは検査を行うことができる。 

 （完了実績報告） 

第９条 申請者は、耐震改修工事等が完了したときは、補助事業完了実績報告書

（様式第６）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 工事請負契約書の写し 

⑵ 耐震改修工事等の写真 

⑶ 請求書又は領収書の写し（工事請負契約業者の発行したものに限る。） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の書類は、耐震改修工事等の完了の日から３０日以内又は補助金の交付

決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに提出しなけれ

ばならない。 

 （補助金の請求及び交付） 

第10条 市長は、前条第１項の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、

必要に応じて現場確認を行い、適正と認めたときは、申請者の請求により補助
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金の交付をするものとする。ただし、西尾市耐震等関連事業に係る補助金代理

受領に関する事務取扱要領に定めるところにより、補助金の受領を当該補助事

業の工事請負契約を締結した者（以下「事業者」という。）へ委任する場合

は、事業者に補助金を交付する。 

２ 申請者は、前項の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、補助

金支払請求書（様式第７）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは､補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一

部について期限を定めて返還を命ずることができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により､補助金の交付決定を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定内容､これに付した条件、この要綱その他法令の規定に

違反したとき。 

⑶ 補助事業完了実績報告書が、第９条第２項に規定する日までに提出されな

かったとき。 

⑷ 補助対象経費が、交付決定時に比べて完了実績報告時に減少したとき。 

⑸ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （書類の整理及び保管） 

第12条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係

書類を整理し、５年間保管しなければならない。 

 （委任） 

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（一色町、吉良町及び幡豆町の編入に伴う経過措置） 

２ 一色町、吉良町及び幡豆町の編入の日の前日までに編入前の一色町民間木造

住宅耐震改修費補助金交付要綱、吉良町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要

綱又は幡豆町民間木造住宅耐震改修費補助事業補助金交付要綱に規定する一色

町、吉良町又は幡豆町が実施した無料耐震診断は、第２条第２号に規定する無

料耐震診断とみなし、一色町、吉良町又は幡豆町にて補助金の交付を受けたも

のは、第３条に掲げるこの要綱の補助金の交付を受けたことがあるものとみな

す。 

 （検討） 
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３ 市長は、令和７年度を目途として補助事業全般に関して検討を加え、その結

果に基づき、廃止を含む必要な見直し等の措置を講ずるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年９月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年７月１５日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、この要綱の施行の日に第５条第２項の交付決定

をうけて、耐震改修が未完了のものについて適用し、同日前に完了したもの

については、なお従前の例による。この場合の、補助金の額の変更手続きに

ついては、第６条に準じる。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

目的 
工事種別 

耐震改修工事 設計監理 附帯工事 

調査 耐震精密診断 地盤調査  

耐震改修計画の作

成等 
 

改修設計 

工事監理 
 

総合判定において

必要耐力（Ｑｒ）

を低減させること

を目的とした工事 

・地盤改良工事  

・屋根工事 

・木造躯体工事（屋根・壁

の軽量化を図るもの及び

床面積を減ずるもの） 

・仮設工事及び既設部分の

撤去工事（建築設備等を

含む。） 

・撤去部分の復旧工事 

総合判定において

建物の強さ（Ｐ）

の評価を向上させ

ることを目的とし

た工事 

・木造躯体工事 

・基礎工事（土

工事を含む） 

 

・仮設工事及び既設部分の

撤去工事（建築設備等を

含む。） 

・撤去部分の復旧工事（造

作･左官･内外装･建具･塗

装･建築設備の工事） 

総合判定において

劣化度（Ｄ）の評

価を向上させるこ

とを目的とした工

事 

  

・木造躯体工事（劣化部材

の取替え） 

・仮設工事及び既設部分の

撤去工事（建築設備等を

含む。） 

・撤去部分の復旧工事（造

作･左官･内外装･建具･塗

装･建築設備の工事） 

その他の補強工事 

上記のほか、耐

震性能を向上さ

せるものとして

市長が認める工

事 

 

上記のほか、耐震性能を向

上させる工事に附帯するも

のとして市長が認める工事 

 

別表第２（第３条関係） 

 小規模改修の種類 

１ 居間、寝室等一日のうち、主に長い時間を過ごす部屋を補強する改修 

２ 
屋根を重い材料（瓦葺等）から軽い材料（スレート、金属板葺等）とする

改修 
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３ 壁を補強する改修 

４ 柱、梁での結合部の剛性を上げる金物補強をする改修 

５ 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市長が認める改修 

 

別表第３（第４条関係） 

補助の

種別 
補助対象経費 補助金の交付額 

耐震改

修補助 

耐震改修工事

に要する費用

（耐震改修に

係る工事監理

費及び耐震補

強設計費を含

む） 

次に掲げる額の合計額（１３５万円を限度とする。

ただし、精密診断法による場合は１５５万円を限度

とする。）を補助金の交付額とする。 

⑴ 耐震改修工事費（耐震改修工事に附帯する工

事を含む。）の５分の４の額（１１５万円を限

度とする。） 

⑵ 精密診断法による耐震補強設計費の３分の２

の額（２０万円を限度とする。） 

⑶  耐震改修工事費（１３５万円を限度とす

る。）から上記⑴の額を減じた額 

⑷ 工事監理費及び耐震補強設計費（１０万円を

限度とする。ただし、精密診断法による場合は

３０万円から上記⑵の額を減じた額を限度とす

る。） 

段階的

耐震改

修補助 

段階的耐震改

修工事に要す

る費用（耐震

改修に係る工

事監理費及び

耐震補強設計

費を含む） 

１ 一段目耐震改修工事 次に掲げる額の合計額

（６０万円を限度とする。ただし、精密診断法に

よる場合は８０万円を限度とする。）を補助金の

交付額とする。 

⑴ 耐震改修工事費、工事監理費及び耐震補強設

計費（精密診断法による場合を除く。）との総

額（６０万円を限度とする。） 

⑵ 精密診断法による耐震補強設計費の３分の２

の額（２０万円を限度とする。） 

２ 二段目耐震改修工事 前項第１号に掲げる額 

耐震シ

ェルタ

ー整備

補助 

耐震シェルタ

ー整備工事に

要 す る 費 用

（附帯工事費

を含む。） 

補助対象経費の３分の２の額（４０万円を限度とす

る。） 

小規模

改修補

助 

小規模改修工

事に要する費

用（附帯工事

費を含む。） 

補助対象経費の２分の１の額（１５万円を限度とす

る。） 



１０ 
 

住宅除

却補助 

住宅除却工事

に要する費用 

補助対象経費の１３％に相当する額（５２万円を限

度とする。） 

 

 

別表第４（第５条、第６条関係） 

必 要 書 類 

耐
震
改
修
工
事 

段
階
的
耐
震
改
修
工
事 

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
整
備
工
事 

小
規
模
改
修
工
事 

住
宅
除
却
工
事 

木造住宅耐震診断結果報告書の写し（第２条第３号による

耐震診断に限る。） 
○ ○ - - - 

付近見取図 ○ ○ ○ ○ ○ 

平面図 ● ● ● ● - 

耐震改修工事等計画図その他補強方法を示す図書 ● ● ● ● - 

耐震改修工事等後の建物についての耐震診断の総合評価

（建築士の記名のあるものに限る。） 
● ● - - - 

容易な耐震診断調査票 
- - - - ○ 

倒壊の危険性があると判断できる箇所の写真 

見積書（耐震改修工事費（附帯工事を含む。）、設計監理

費及びその他工事費を分けたもの）※１ 
● ● - - - 

見積書（補助対象部分とその他の部分を分けたもの）※１ - - ● ● ● 

工事場所の写真 ○ ○ - 〇 ○ 

整備工事前の写真 - - 〇 - - 

住民票※２、障害者の場合は障害者手帳の写し - - 〇 -  

市税の納税証明書（完納証明書用）※２ ○ ○ ○ ○ ○ 

その他市長が必要と認める書類 ● ● ● ● ● 

○：補助金交付申請書に必要 

●：補助金交付申請書及び補助金交付変更申請書に必要 

－：不要 

※１ 施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。 

※２ 市長が確認することに同意する場合は、添付を省略できる。 


